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自

民

党

税

制

調

査

会

（

小

野

寺

五

典

会

長

）

は

�

日

、

同

党

本

部

で

小

委

員

会

を

開

き

、

政

策

的

問

題

と

し

て

検

討

す

る

と

さ

れ

て

い

た

事

項

な

ど

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

そ

の

う

ち

、

所

得

税

に

お

け

る

基

礎

控

除

等

の

額

の

適

時

の

引

上

げ

の

具

体

的

な

方

策

に

つ

い

て

、

消

費

者

物

価

指

数

（

総

合

、

Ｃ

Ｐ

Ｉ

）

を

用

い

て

一

定

の

ル

ー

ル

を

示

す

と

も

に

、

賃

上

げ

促

進

税

制

に

つ

い

て

は

、

大

企

業

向

け

の

措

置

を

廃

止

す

る

こ

と

と

し

た

。

自

民

税

調

で

は

今

後

も

会

合

を

重

ね

、

週

内

に

も

令

和

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

を

取

り

ま

と

め

る

も

よ

う

。

　

基

礎

控

除

の

物

価

に

連

動

し

た

引

上

げ

ル

ー

ル

は

、

物

価

上

昇

の

影

響

を

で

き

る

だ

け

タ

イ

ム

リ

ー

に

反

映

し

つ

つ

、

源

泉

徴

収

義

務

者

等

の

事

務

負

担

に

配

慮

す

る

観

点

か

ら

、

２

年

ご

と

の

見

直

し

と

す

る

。

見

直

し

初

年

は

年

末

調

整

で

対

応

す

る

。

基

礎

控

除

は

、

原

則

全

て

の

納

税

者

に

適

用

さ

れ

る

も

の

で

あ

る

こ

と

を

踏

ま

え

、

対

象

を

広

く

と

っ

て

い

る

消

費

者

物

価

指

数

（

総

合

）

を

参

照

し

て

調

整

す

る

。

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

も

、

基

礎

控

除

と

同

様

の

措

置

を

講

ず

る

。

改

正

の

イ

メ

ー

ジ

を

示

す

と

図

の

と

お

り

。

　

こ

れ

に

よ

り

、

国

民

民

主

党

が

主

張

す

る

「

１

７

８

万

円

」

に

近

づ

け

る

。

　

極

め

て

高

い

水

準

の

所

得

に

対

す

る

負

担

の

適

正

化

の

見

直

し

で

は

、

税

負

担

の

公

平

性

の

確

保

の

観

点

か

ら

、

特

別

控

除

額

を

現

行

の

３

億

３

０

０

０

万

円

か

ら

１

億

６

５

０

０

万

円

に

引

き

下

げ

る

と

と

も

に

、

税

率

を

現

行

の

�

・

５

％

か

ら

�

％

に

引

き

上

げ

る

こ

と

と

し

、

９

年

分

の

所

得

か

ら

適

用

す

る

。

　

教

育

資

金

一

括

贈

与

に

係

る

贈

与

税

非

課

税

措

置

は

、

利

用

実

態

や

格

差

固

定

化

の

懸

念

、

教

育

無

償

化

等

の

拡

充

、

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

の

拡

充

等

を

踏

ま

え

、

適

用

期

限

（

８

年

３

月

末

）

は

延

長

し

な

い

。

　

賃

上

げ

促

進

税

制

に

つ

い

て

は

、

足

元

の

賃

上

げ

の

状

況

の

ほ

か

、

内

部

留

保

・

現

預

金

等

が

積

み

上

が

る

中

、

コ

ー

ポ

レ

ー

ト

ガ

バ

ナ

ン

ス

改

革

に

基

づ

く

人

的

投

資

促

進

の

要

請

や

、

税

制

が

中

小

企

業

の

人

手

不

足

を

助

長

し

か

ね

な

い

状

況

も

踏

ま

え

、

大

企

業

向

け

の

措

置

を

廃

止

す

る

。

中

堅

企

業

向

け

の

措

置

は

、

物

価

を

上

回

る

安

定

的

な

賃

上

げ

に

向

け

、

適

切

な

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

機

能

を

発

揮

す

る

観

点

か

ら

要

件

を

見

直

し

、

９

年

度

に

廃

止

、

教

育

訓

練

費

に

か

か

る

上

乗

せ

措

置

に

つ

い

て

は

、

教

育

訓

練

費

の

増

加

額

を

控

除

額

が

上

回

る

と

い

う

会

計

検

査

院

の

指

摘

も

踏

ま

え

、

中

小

を

含

め

廃

止

す

る

。

　

設

備

投

資

減

税

で

は

、

危

機

管

理

投

資

・

成

長

投

資

に

よ

る

「

強

い

経

済

」

を

実

現

す

る

た

め

、

国

内

に

お

け

る

高

付

加

価

値

化

型

の

設

備

投

資

を

促

進

す

る

観

点

か

ら

、

大

胆

な

設

備

投

資

に

向

け

た

税

制

を

創

設

す

る

。

米

国

関

税

措

置

の

影

響

が

広

範

な

事

業

者

に

及

ん

で

い

る

こ

と

を

踏

ま

え

、

全

て

の

業

種

を

対

象

と

す

る

こ

と

と

し

、

既

存

の

税

制

で

は

対

象

と

な

ら

な

い

よ

う

な

大

規

模

か

つ

高

付

加

価

値

の

投

資

を

推

進

す

る

観

点

か

ら

、

産

業

競

争

力

強

化

法

の

確

認

手

続

き

を

経

た

設

備

投

資

計

画

に

基

づ

き

取

得

し

た

設

備

等

を

対

象

資

産

と

す

る

。

即

時

償

却

ま

た

は

税

額

控

除

率

７

％

（

建

物

、

建

物

附

属

設

備

、

構

築

物

は

４

％

）

を

措

置

、

�

年

３

月

�

日

ま

で

の

間

に

設

備

投

資

計

画

に

つ

き

産

業

競

争

力

強

化

法

の

確

認

を

受

け

た

者

が

、

そ

の

確

認

を

受

け

た

日

か

ら

５

年

を

経

過

す

る

日

ま

で

の

間

に

取

得

等

を

し

、

事

業

の

用

に

供

し

た

設

備

等

を

対

象

と

す

る

。

　

ま

た

、

租

税

特

別

措

置

の

適

用

実

態

調

査

の

結

果

に

関

す

る

報

告

書

に

お

け

る

個

別

企

業

名

の

公

表

に

つ

い

て

は

、

具

体

的

に

検

討

を

進

め

る

。

　

政

府

は

８

日

、

一

般

職

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

法

律

（

給

与

法

）

等

の

改

正

案

を

閣

議

決

定

し

、

国

会

に

提

出

し

た

。

今

国

会

で

の

成

立

を

目

指

す

。

改

正

案

で

は

、

一

般

職

の

国

家

公

務

員

を

対

象

に

、

令

和

７

年

人

事

院

勧

告

を

反

映

し

て

今

年

４

月

に

遡

っ

て

給

与

を

引

き

上

げ

る

ほ

か

、

通

勤

に

自

動

車

等

を

使

用

し

て

い

る

人

の

通

勤

手

当

の

額

を

引

き

上

げ

る

こ

と

を

予

定

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

来

年

４

月

か

ら

、

通

勤

に

自

動

車

等

を

使

用

し

て

い

る

人

の

通

勤

手

当

の

最

高

額

を

現

行

の

月

額

３

万

１

６

０

０

円

（

今

回

の

改

正

案

で

今

年

４

月

に

遡

っ

て

同

３

万

８

７

０

０

円

に

引

上

げ

予

定

）

か

ら

同

６

万

６

４

０

０

円

へ

と

追

加

で

引

き

上

げ

る

こ

と

や

通

勤

の

際

に

自

ら

の

負

担

で

外

部

の

駐

車

場

を

利

用

し

て

い

る

人

を

対

象

に

月

額

で

最

大

５

０

０

０

円

の

駐

車

場

等

に

係

る

通

勤

手

当

の

新

設

す

る

こ

と

を

盛

り

込

ん

で

い

る

。

　

な

お

、

７

年

人

事

院

勧

告

を

踏

ま

え

、

国

家

公

務

員

に

限

ら

ず

、

民

間

も

含

め

て

自

動

車

等

で

通

勤

し

て

い

る

人

に

係

る

通

勤

手

当

の

所

得

税

の

非

課

税

限

度

額

を

引

き

上

げ

る

改

正

所

得

税

法

施

行

令

の

�

月

�

日

に

施

行

さ

れ

て

お

り

（

�

月

�

日

号

１

面

参

照

）

、

今

年

４

月

１

日

以

後

に

支

払

わ

れ

る

べ

き

通

勤

手

当

に

遡

っ

て

適

用

さ

れ

て

い

る

。

　

同

改

正

所

得

税

法

施

行

令

に

は

、

来

年

４

月

か

ら

の

通

勤

手

当

の

追

加

引

上

げ

や

駐

車

場

等

に

係

る

通

勤

手

当

の

新

設

は

反

映

さ

れ

て

い

な

い

が

、

自

民

党

税

制

調

査

会

の

議

論

で

は

、

通

勤

手

当

の

追

加

引

上

げ

や

新

た

な

手

当

の

新

設

に

対

応

し

て

非

課

税

限

度

額

の

引

上

げ

を

行

う

こ

と

と

し

て

お

り

、

こ

れ

ら

に

関

連

し

て

所

得

税

法

施

行

令

が

再

改

正

さ

れ

る

見

込

み

だ

。

令

和

　

年

　

月 日
７ � �
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８

日

�

時

�

分

ご

ろ

に

青

森

県

東

方

沖

で

マ

グ

ニ

チ

ュ

ー

ド

７

・

５

と

推

定

さ

れ

る

地

震

が

発

生

し

た

。

青

森

県

で

は

最

大

震

度

６

強

の

揺

れ

を

観

測

し

た

。

直

後

に

津

波

警

報

が

出

さ

れ

、

多

く

の

人

が

不

安

な

時

間

を

過

ご

し

た

こ

と

だ

と

思

う

。

そ

の

後

も

後

発

地

震

注

意

情

報

が

出

さ

れ

、

警

戒

が

続

く

★

冬

場

の

、

し

か

も

夜

間

の

地

震

発

生

で

、

雪

が

降

り

、

道

路

に

陥

没

が

起

こ

っ

て

い

る

か

も

し

れ

な

い

中

、

津

波

か

ら

逃

げ

る

た

め

、

高

台

に

避

難

す

る

よ

う

に

伝

え

ら

れ

て

も

、

簡

単

で

は

な

か

っ

た

だ

ろ

う

。

た

だ

、

地

震

は

い

つ

起

き

る

か

わ

か

ら

な

い

。

普

段

か

ら

、

こ

う

し

た

厳

し

い

状

況

も

想

定

し

、

備

え

て

お

く

こ

と

が

必

要

だ

と

感

じ

た

★

あ

と

２

週

間

あ

ま

り

で

新

年

を

迎

え

る

。

そ

し

て

、

東

北

地

方

は

寒

さ

も

よ

り

本

格

化

し

て

い

く

。

今

回

、

被

災

し

た

方

々

が

一

日

で

も

早

く

、

も

と

の

穏

や

か

な

日

常

を

取

り

戻

せ

る

よ

う

に

と

願

う

。

（

Ｚ

）

新規掲載事例一覧

税目等 標題

所得税

一の申請に対し複数回支給される地

方公共団体からの給付金の所得区分

民間保育施設で勤務する保育士に対

して支給する支援一時金

源泉

所得税

企業内退職一時金と確定給付企業年

金制度による脱退一時金の支給を受

ける場合の退職所得の収入すべき時期

役員退任前に退職慰労金の計算方法

を株主総会において決議した場合の

退職慰労金の収入すべき時期について

譲渡所得

被相続人居住用家屋と被相続人居住

用家屋の敷地等をそれぞれ別の相続

等により取得した場合

同一年中に取得した相続時精算課税

適用財産が複数ある場合における譲

渡所得の取得費加算（令和６年１月

１日以後の贈与により取得した場合

の取扱い）

相続税

特定贈与者よりも先に相続時精算課

税適用者が死亡し、その相続人が特

定贈与者の一親等の血族等以外の者

である場合の相続税の２割加算

法人税

交際費等の範囲（贈答に係る送料）

一定の資産評定が行われない対価省

略型の非適格分割（分社型分割）が

行われた場合の調整勘定の金額及び

資本金等の額

マンション管理組合が区分所有者以

外の者（占有者）にマンション駐車

場を貸し付けた場合の収益事業判定

消費税 値引きに補填される交付金

印紙税

地方公共団体の公金に関し、指定納

付受託者から納付事務の委託を受け

た者が作成する受取書

　

令

和

７

年

度

与

党

税

制

改

正

大

綱

で

は

、

「

税

務

調

査

の

際

に

、

国

税

当

局

が

求

め

る

資

料

等

が

提

示

・

提

出

さ

れ

ず

正

確

な

事

実

関

係

を

確

認

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

事

例

が

把

握

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

踏

ま

え

、

納

税

者

に

協

力

を

促

す

た

め

の

措

置

に

つ

い

て

検

討

す

る

」

こ

と

が

盛

り

込

ま

れ

て

い

た

（

�

月

�

日

号

１

面

参

照

）

。

こ

れ

に

対

応

し

て

、

８

年

度

税

制

改

正

で

は

企

業

グ

ル

ー

プ

間

の

一

定

の

取

引

に

係

る

保

存

文

書

の

整

備

が

図

ら

れ

る

見

込

み

だ

。

支

払

い

を

行

う

法

人

の

法

人

税

の

課

税

所

得

の

計

算

上

、

保

存

が

義

務

付

け

ら

れ

て

い

る

書

類

に

そ

の

取

引

の

明

細

や

支

払

額

の

算

定

根

拠

等

の

記

載

が

な

い

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

事

項

を

明

ら

か

に

す

る

書

類

を

取

得

・

作

成

し

、

保

存

を

義

務

付

け

る

措

置

を

講

じ

る

。

８

年

４

月

１

日

か

ら

適

用

す

る

予

定

。

　

国

税

庁

は

３

日

、

質

疑

応

答

事

例

を

更

新

し

た

。

今

回

の

更

新

で

は

、

所

得

税

、

源

泉

所

得

税

、

譲

渡

所

得

、

相

続

税

、

法

人

税

、

消

費

税

、

印

紙

税

の

７

税

目

等

で

、

新

た

に

�

事

例

が

掲

載

さ

れ

た

（

表

参

照

）

。

例

え

ば

、

法

人

税

で

は

、

交

際

費

等

の

範

囲

（

贈

答

に

係

る

送

料

）

、

譲

渡

所

得

と

相

続

税

で

は

、

相

続

時

精

算

課

税

の

適

用

に

係

る

事

例

が

示

さ

れ

て

い

る

。

こ

こ

で

は

、

源

泉

所

得

税

に

お

け

る

、

役

員

退

任

前

に

退

職

慰

労

金

の

支

給

金

額

の

計

算

方

法

を

株

主

総

会

に

お

い

て

決

議

し

た

場

合

の

退

職

慰

労

金

の

収

入

す

べ

き

時

期

に

つ

い

て

紹

介

す

る

。

（

照

会

要

旨

）

　

当

社

の

取

締

役

Ａ

は

、

来

年

３

月

末

に

当

社

の

取

締

役

を

退

任

す

る

予

定

と

な

っ

て

い

る

。

　

そ

こ

で

、

当

社

に

お

い

て

は

、

本

年

�

月

の

株

主

総

会

に

お

い

て

、

Ａ

が

退

任

し

た

場

合

に

退

職

慰

労

金

を

支

給

す

る

旨

及

び

こ

の

退

職

慰

労

金

の

支

給

金

額

の

計

算

方

法

に

関

す

る

株

主

総

会

決

議

を

行

っ

た

。

　

Ａ

が

取

締

役

を

退

任

し

た

後

、

当

社

は

、

こ

の

計

算

方

法

に

基

づ

き

算

出

し

た

金

額

を

退

職

慰

労

金

と

し

て

Ａ

に

支

給

す

る

予

定

で

あ

り

、

株

主

総

会

等

の

決

議

を

行

う

予

定

は

な

い

。

　

こ

の

場

合

、

Ａ

に

支

給

さ

れ

る

退

職

慰

労

金

の

収

入

す

べ

き

時

期

は

い

つ

か

。

　

な

お

、

当

該

計

算

方

法

は

、

退

任

時

の

報

酬

月

額

に

退

任

ま

で

の

勤

続

年

数

を

基

に

役

位

ご

と

に

定

め

た

一

定

の

割

合

を

乗

じ

て

計

算

す

る

。

（

回

答

要

旨

）

　

Ａ

に

支

給

さ

れ

る

退

職

慰

労

金

の

収

入

す

べ

き

時

期

は

退

任

の

日

と

な

る

。

　

Ａ

に

支

給

さ

れ

る

退

職

慰

労

金

は

、

Ａ

が

取

締

役

を

退

任

し

た

こ

と

に

よ

り

支

払

わ

れ

て

い

る

の

で

、

退

職

所

得

に

該

当

す

る

。

　

退

職

所

得

の

収

入

す

べ

き

時

期

は

、

そ

の

支

給

の

基

因

と

な

っ

た

退

職

の

日

に

よ

る

も

の

と

さ

れ

て

い

る

が

、

役

員

に

支

払

わ

れ

る

退

職

手

当

等

で

、

そ

の

支

給

に

つ

い

て

株

主

総

会

そ

の

他

正

当

な

権

限

を

有

す

る

機

関

の

決

議

を

要

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

そ

の

役

員

の

退

職

後

そ

の

決

議

が

あ

っ

た

日

と

さ

れ

て

い

る

。

　

Ａ

に

支

給

さ

れ

る

退

職

慰

労

金

に

つ

い

て

は

、

本

年

�

月

の

株

主

総

会

に

お

い

て

そ

の

支

給

に

つ

い

て

決

議

さ

れ

、

Ａ

の

退

任

後

に

は

株

主

総

会

等

の

決

議

を

行

わ

な

い

と

の

こ

と

で

、

そ

の

収

入

す

べ

き

時

期

は

、

そ

の

支

給

の

基

因

と

な

っ

た

Ａ

の

退

任

の

日

と

な

る

。

　

企

業

グ

ル

ー

プ

間

の

取

引

に

係

る

保

存

文

書

の

整

備

案

は

自

民

党

税

制

調

査

会

で

示

さ

れ

た

納

税

環

境

整

備

案

で

明

ら

か

に

さ

れ

た

。

　

法

人

税

法

で

、

法

人

は

帳

簿

と

と

も

に

、

取

引

に

関

し

て

相

手

方

か

ら

受

け

取

っ

た

注

文

書

、

契

約

書

等

の

書

類

お

よ

び

自

己

の

作

成

し

た

こ

れ

ら

の

書

類

等

を

保

存

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

さ

れ

て

い

る

。

税

務

調

査

で

は

、

相

手

方

の

協

力

の

も

と

、

相

手

方

が

保

存

し

て

い

る

書

類

の

提

示

・

提

出

を

受

け

て

い

る

。

　

し

か

し

、

企

業

グ

ル

ー

プ

内

の

法

人

間

で

行

わ

れ

る

取

引

（

シ

ェ

ア

ー

ド

コ

ス

ト

取

引

な

ど

）

は

、

恣

意

的

な

支

払

額

の

調

整

が

行

わ

れ

や

す

く

、

ま

た

、

そ

の

取

引

内

容

や

支

払

額

の

根

拠

の

詳

細

を

確

認

で

き

る

資

料

の

全

部

ま

た

は

一

部

の

受

領

・

作

成

が

行

わ

れ

て

い

な

い

場

合

に

は

保

存

書

類

に

よ

り

そ

の

法

人

の

経

費

の

支

払

額

が

適

正

な

も

の

で

あ

る

か

十

分

に

確

認

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

こ

と

か

ら

、

正

確

な

実

態

確

認

が

で

き

な

い

事

例

が

把

握

さ

れ

て

い

る

。

シ

ェ

ア

ー

ド

コ

ス

ト

取

引

と

は

、

企

業

グ

ル

ー

プ

内

で

発

生

す

る

共

通

の

業

務

（

研

究

開

発

、

広

告

宣

伝

、

シ

ス

テ

ム

の

維

持

管

理

等

）

を

企

業

グ

ル

ー

プ

内

の

特

定

の

法

人

に

集

約

し

、

そ

の

業

務

に

よ

り

発

生

し

た

費

用

を

企

業

グ

ル

ー

プ

内

の

他

の

法

人

に

対

し

て

利

用

料

等

の

一

定

の

基

準

に

よ

り

請

求

す

る

と

い

う

取

引

を

指

す

。

　

こ

う

し

た

こ

と

を

受

け

て

制

度

を

見

直

す

方

針

を

固

め

た

。

対

象

と

な

る

一

定

の

取

引

は

、

無

形

資

産

の

譲

受

け

・

借

受

け

、

経

営

管

理

・

指

導

、

シ

ェ

ア

ー

ド

コ

ス

ト

取

引

等

の

役

務

の

提

供

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

取

引

と

す

る

予

定

。

　

本

件

に

該

当

す

る

事

案

は

６

月

�

日

開

催

の

政

府

税

制

調

査

会

で

も

取

り

上

げ

ら

れ

て

お

り

、

そ

の

中

で

は

、

調

査

対

象

法

人

に

過

去

�

年

で

３

回

調

査

し

て

い

る

が

、

い

ず

れ

の

調

査

で

も

十

分

な

資

料

提

供

が

な

さ

れ

ず

、

対

応

改

善

を

求

め

る

も

改

善

が

な

さ

れ

な

か

っ

た

こ

と

が

報

告

さ

れ

て

い

た

。

（２）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　

国

税

庁

は

�

日

、

令

和

６

事

務

年

度

に

お

け

る

所

得

税

調

査

等

の

状

況

を

公

表

し

た

。

選

定

に

Ａ

Ｉ

を

活

用

す

る

な

ど

効

率

的

に

調

査

対

象

を

選

び

「

実

地

調

査

」

と

「

簡

易

な

接

触

」

を

合

わ

せ

た

調

査

等

を

行

っ

た

結

果

、

追

徴

税

額

は

前

事

務

年

度

比

２

・

４

％

増

の

１

４

３

１

億

円

で

過

去

最

高

と

な

っ

た

。

揮発油税等の税率（１キロリットル当たり）

　 揮発油税 地方揮発油税 合計

～７年�月�日

（暫定税率）

４万８６００円 ５２００円 ５万３８００円

７年�月�日～

（本則税率）

２万４３００円 ４４００円 ２万８７００円

　

高

市

早

苗

首

相

は

５

日

、

同

日

開

催

さ

れ

た

経

済

財

政

諮

問

会

議

で

、

後

期

高

齢

者

等

の

保

険

料

を

念

頭

に

、

現

在

は

保

険

料

の

賦

課

対

象

と

さ

れ

て

い

な

い

金

融

所

得

を

反

映

さ

せ

る

な

ど

の

応

能

負

担

の

徹

底

等

に

関

す

る

具

体

的

な

制

度

設

計

を

行

う

よ

う

関

係

閣

僚

に

指

示

し

、

年

末

ま

で

に

結

論

を

得

た

う

え

で

、

令

和

８

年

度

予

算

編

成

や

制

度

改

正

に

反

映

さ

せ

る

こ

と

を

求

め

た

。

　

現

在

、

後

期

高

齢

者

医

療

や

国

民

健

康

保

険

、

介

護

保

険

は

被

保

険

者

の

市

町

村

民

税

の

課

税

所

得

に

基

づ

き

、

保

険

料

の

額

や

窓

口

負

担

が

算

定

さ

れ

る

。

こ

れ

に

よ

り

、

確

定

申

告

を

行

う

か

否

か

を

本

人

が

選

択

で

き

る

上

場

株

式

の

譲

渡

益

や

配

当

等

の

金

融

所

得

は

、

確

定

申

告

の

有

無

（

申

告

不

要

を

選

択

し

た

場

合

、

源

泉

徴

収

に

よ

り

課

税

関

係

が

完

了

）

に

よ

り

、

保

険

料

等

の

多

寡

が

変

わ

る

構

造

と

な

っ

て

い

る

。

　

財

務

相

の

諮

問

機

関

で

あ

る

財

政

制

度

等

審

議

会

が

２

日

に

ま

と

め

た

８

年

度

予

算

の

編

成

等

に

関

す

る

建

議

で

も

、

こ

う

し

た

不

公

平

な

状

況

を

改

善

す

る

た

め

、

現

在

は

保

険

料

の

賦

課

対

象

と

さ

れ

て

い

な

い

金

融

所

得

の

う

ち

、

本

人

が

確

定

申

告

の

有

無

を

選

択

で

き

る

も

の

は

、

保

険

料

の

賦

課

ベ

ー

ス

に

追

加

す

る

と

と

も

に

、

窓

口

負

担

割

合

の

判

定

で

も

活

用

す

る

仕

組

み

と

し

、

能

力

に

応

じ

た

公

平

な

負

担

を

実

現

す

べ

き

と

提

言

し

て

い

た

。

た

だ

、

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

な

ど

の

非

課

税

所

得

は

、

保

険

料

等

の

算

定

で

も

賦

課

対

象

と

し

な

い

こ

と

を

前

提

と

す

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

な

お

、

４

日

に

開

催

さ

れ

た

社

会

保

障

審

議

会

医

療

保

険

部

会

で

示

さ

れ

た

資

料

に

よ

る

と

、

年

明

け

の

通

常

国

会

に

本

件

の

改

正

に

必

要

な

法

案

を

提

出

し

た

と

し

て

も

、

法

案

の

成

立

・

公

布

後

、

実

際

の

保

険

料

等

へ

の

反

映

に

は

４

～

５

年

程

度

を

要

す

る

と

想

定

さ

れ

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

５

日

、

い

わ

ゆ

る

ガ

ソ

リ

ン

税

の

暫

定

税

率

の

廃

止

に

必

要

な

法

律

が

�

月

�

日

に

成

立

し

た

こ

と

を

受

け

て

、

「

揮

発

油

税

等

特

例

税

率

の

廃

止

に

つ

い

て

」

の

情

報

を

公

表

し

た

。

租

税

特

別

措

置

法

の

一

部

改

正

に

よ

り

、

揮

発

油

税

お

よ

び

地

方

揮

発

油

税

（

揮

発

油

税

等

）

の

特

例

税

率

（

あ

わ

せ

て

１

㍑

当

た

り

に

す

る

と

�

・

８

円

）

が

�

月

�

日

に

廃

止

さ

れ

、

表

の

よ

う

に

な

る

と

し

て

い

る

。

　

暫

定

税

率

に

よ

る

上

乗

せ

分

は

同

�

・

１

円

な

の

で

、

本

則

税

率

に

戻

る

と

同

�

・

７

円

と

な

る

。

廃

止

に

よ

り

、

適

用

税

率

が

変

更

と

な

る

が

、

す

で

に

補

助

金

に

よ

っ

て

暫

定

税

率

分

と

同

額

が

引

き

下

げ

ら

れ

て

い

る

。

　

�

月

�

日

に

揮

発

油

の

移

出

が

あ

る

場

合

に

は

、

今

年

�

月

分

申

告

で

適

用

さ

れ

る

税

率

を

分

け

て

計

算

す

る

必

要

が

あ

る

。

　

�

月

分

申

告

に

当

た

っ

て

の

記

載

要

領

・

記

載

例

は

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

確

認

で

き

る

。

　

所

得

税

の

調

査

等

の

合

計

件

数

は

、

同

�

・

７

％

増

の

�

万

６

３

３

６

件

と

増

加

。

こ

の

う

ち

、

「

実

地

調

査

」

の

件

数

は

、

同

１

・

３

％

減

の

４

万

６

８

９

６

件

と

減

少

し

た

一

方

、

行

政

指

導

（

文

書

・

電

話

）

や

署

内

調

査

（

税

務

署

で

の

面

接

等

）

に

よ

る

「

簡

易

な

接

触

」

は

、

同

�

・

７

％

増

の

�

万

９

４

４

０

件

と

増

加

し

た

。

簡

易

な

接

触

の

う

ち

、

行

政

指

導

等

は

同

�

・

０

％

増

の

�

万

２

１

８

１

件

、

署

内

調

査

は

同

６

・

６

％

減

の

７

２

５

９

件

と

な

っ

て

い

る

。

　

調

査

等

で

申

告

漏

れ

等

の

非

違

が

あ

っ

た

も

の

は

同

�

・

５

％

増

の

�

万

８

７

２

７

件

、

内

訳

は

、

実

地

調

査

に

よ

る

も

の

が

同

２

・

４

％

減

の

３

万

９

１

７

８

件

、

簡

易

な

接

触

が

同

�

・

５

％

増

の

�

万

９

５

４

９

件

だ

っ

た

。

　

調

査

等

の

申

告

漏

れ

所

得

金

額

は

同

６

・

５

％

減

の

９

３

１

７

億

円

で

、

内

訳

は

、

実

地

調

査

が

同

５

・

４

％

増

の

５

８

１

５

億

円

と

増

加

し

た

一

方

、

簡

易

な

接

触

が

同

�

・

３

％

減

の

３

５

０

２

億

円

と

大

き

く

減

少

し

た

。

　

調

査

等

の

追

徴

税

額

は

同

２

・

４

％

増

の

１

４

３

１

億

円

と

、

過

去

最

高

だ

っ

た

前

年

度

を

更

新

し

た

。

内

訳

は

、

実

地

調

査

が

同

６

・

２

％

増

の

１

１

３

２

億

円

、

簡

易

な

接

触

が

同

９

・

９

％

減

の

２

９

９

億

円

と

な

っ

て

い

る

。

　

実

地

調

査

の

１

件

当

た

り

の

平

均

実

地

調

査

日

数

は

８

・

８

日

で

、

高

額

・

悪

質

な

不

正

計

算

が

見

込

ま

れ

る

事

案

を

対

象

と

し

た

特

別

調

査

・

一

般

調

査

は

�

・

３

日

、

申

告

漏

れ

等

が

見

込

ま

れ

る

個

人

を

対

象

に

短

期

間

で

行

う

着

眼

調

査

は

３

・

６

日

だ

っ

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

消

費

税

（

個

人

事

業

者

）

の

調

査

等

の

状

況

は

、

イ

ン

ボ

イ

ス

導

入

に

伴

い

課

税

事

業

者

が

増

加

し

た

こ

と

に

よ

り

、

簡

易

な

接

触

を

活

用

し

て

幅

広

く

対

応

し

た

結

果

、

調

査

等

の

件

数

は

前

年

の

１

・

５

倍

の

�

万

５

２

１

０

件

と

大

幅

に

増

加

し

た

。

内

訳

は

、

実

地

調

査

が

同

５

・

１

％

増

の

２

万

７

９

２

８

件

、

簡

易

な

接

触

は

同

１

・

６

倍

の

�

万

７

２

８

２

件

と

な

っ

て

い

る

。

申

告

漏

れ

等

の

非

違

件

数

は

同

�

・

７

％

増

の

�

万

１

３

２

３

件

、

追

徴

税

額

は

同

０

・

５

％

減

の

４

２

１

億

円

だ

っ

た

。

　

同

庁

は

、

実

地

調

査

の

選

定

に

５

事

務

年

度

か

ら

本

格

的

に

Ａ

Ｉ

を

導

入

。

同

庁

が

構

築

し

た

予

測

モ

デ

ル

と

国

税

組

織

が

保

有

す

る

さ

ま

ざ

ま

な

資

料

情

報

等

を

基

に

、

高

額

・

悪

質

な

不

正

計

算

が

想

定

さ

れ

申

告

漏

れ

の

可

能

性

が

高

い

納

税

者

等

を

的

確

に

絞

り

込

ん

で

実

地

調

査

先

を

選

定

し

て

い

る

。

こ

の

取

組

み

が

、

過

去

最

高

の

所

得

税

の

追

徴

税

額

に

つ

な

が

っ

た

。

　

今

後

も

、

さ

ら

に

こ

う

し

た

デ

ー

タ

活

用

を

前

提

と

し

た

調

査

事

務

運

営

を

推

進

し

、

調

査

必

要

度

の

高

い

納

税

者

に

は

深

度

あ

る

実

地

調

査

を

行

う

と

と

も

に

、

添

付

漏

れ

や

計

算

誤

り

な

ど

が

見

込

ま

れ

る

納

税

者

に

は

行

政

指

導

及

び

署

内

調

査

を

行

う

な

ど

、

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

リ

ス

ク

に

応

じ

た

最

適

な

接

触

方

法

に

よ

り

、

効

率

的

に

調

査

を

行

っ

て

い

く

方

針

だ

。

　

ま

た

、

同

庁

で

は

、

前

事

務

年

度

に

引

き

続

き

「

富

裕

層

」

「

海

外

投

資

等

を

行

っ

て

い

る

個

人

」

「

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

取

引

を

行

っ

て

い

る

個

人

」

「

無

申

告

者

」

「

消

費

税

の

還

付

申

告

者

」

「

所

得

税

の

不

正

還

付

申

告

」

に

対

し

て

重

点

的

に

調

査

に

取

り

組

ん

だ

。

　

こ

れ

ら

の

主

な

調

査

事

例

は

、

次

の

通

り

（

全

事

例

を

電

子

版

に

掲

載

し

て

お

り

ま

す

。

一

部

の

国

税

局

の

調

査

事

例

も

掲

載

予

定

で

す

）

。

【

富

裕

層

・

海

外

取

引

事

案

（

関

東

信

越

国

税

局

管

内

・

男

性

）

】

　

調

査

対

象

者

は

、

Ａ

国

（

ア

ジ

ア

）

の

外

国

法

人

Ｘ

社

の

代

表

者

で

あ

り

、

国

外

送

金

調

書

等

の

分

析

に

よ

り

、

Ｘ

社

か

ら

の

役

員

報

酬

や

配

当

の

収

入

が

見

込

ま

れ

た

た

め

調

査

選

定

し

た

。

　

調

査

着

手

し

、

調

査

対

象

者

及

び

Ｘ

社

の

概

況

聴

取

を

行

う

と

と

も

に

、

調

査

対

象

者

の

預

金

口

座

等

や

Ｘ

社

の

財

務

諸

表

の

提

示

を

受

け

、

こ

れ

ら

を

検

討

し

た

結

果

、

Ｘ

社

か

ら

役

員

報

酬

や

配

当

と

し

て

国

外

送

金

を

受

け

て

い

た

事

実

を

把

握

し

た

。

こ

れ

に

対

し

、

調

査

対

象

者

か

ら

、

受

け

取

っ

た

役

員

報

酬

や

配

当

に

対

す

る

税

金

は

Ａ

国

で

納

付

す

れ

ば

日

本

で

の

申

告

・

納

税

は

不

要

で

あ

る

と

認

識

し

て

お

り

、

国

内

所

得

の

み

を

申

告

し

て

い

る

と

の

主

張

が

あ

っ

た

。

　

そ

の

た

め

、

日

本

及

び

Ａ

国

の

滞

在

日

数

な

ど

を

基

に

調

査

対

象

者

の

日

本

に

お

け

る

納

税

義

務

を

検

討

し

た

結

果

、

日

本

の

居

住

者

（

非

永

住

者

）

に

該

当

す

る

と

判

断

し

た

。

そ

の

後

、

調

査

対

象

者

に

対

し

て

、

居

住

者

（

非

永

住

者

）

に

該

当

す

る

旨

及

び

国

外

か

ら

送

金

さ

れ

た

国

外

源

泉

所

得

も

課

税

所

得

と

な

る

旨

を

説

明

し

、

Ａ

国

へ

の

納

税

に

係

る

外

国

税

額

控

除

を

適

用

し

た

上

で

、

調

査

額

に

基

づ

く

修

正

申

告

書

の

提

出

を

受

け

た

。

　

所

得

税

（

６

年

分

）

の

申

告

漏

れ

所

得

金

額

は

約

�

億

９

９

０

０

万

円

、

加

算

税

を

含

む

追

徴

税

額

は

約

３

億

３

３

０

０

万

円

だ

っ

た

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



国税庁

の幹部

に聞く

審議官（国際等担当）

武田　一彦

　

た

け

だ

・

か

ず

ひ

こ

　

平

成

４

年

大

蔵

省

（

現

財

務

省

）

入

省

、

�

年

大

臣

官

房

総

合

政

策

課

国

際

経

済

室

長

、

�

年

主

税

局

企

画

官

（

国

際

租

税

担

当

）

、

�

年

大

臣

官

房

文

書

課

企

画

調

整

室

長

、

�

年

国

税

庁

調

査

査

察

部

査

察

課

長

、

令

和

３

年

仙

台

国

税

局

長

、

５

年

国

税

庁

調

査

査

察

部

長

、

６

年

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

租

税

犯

罪

等

タ

ス

ク

フ

ォ

ー

ス

議

長

（

現

職

）

、

７

年

７

月

か

ら

現

職

。

　

―

―

最

近

の

税

務

当

局

間

の

国

際

協

力

の

動

向

に

つ

い

て

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

　

近

年

、

経

済

社

会

の

グ

ロ

ー

バ

ル

化

・

デ

ジ

タ

ル

化

の

進

展

に

伴

い

、

国

際

課

税

の

重

要

性

が

高

ま

っ

て

い

ま

す

。

税

務

執

行

面

で

も

、

課

税

・

徴

収

が

複

雑

・

困

難

化

す

る

中

、

当

局

間

の

国

際

的

な

連

携

・

協

力

の

強

化

が

不

可

欠

で

す

。

　

国

税

庁

で

は

、

資

料

・

情

報

の

積

極

的

な

収

集

・

活

用

に

努

め

る

べ

く

、

租

税

条

約

に

基

づ

く

情

報

交

換

（

Ｅ

Ｏ

Ｉ

）

等

の

様

々

な

ツ

ー

ル

を

活

用

し

な

が

ら

事

案

に

対

処

し

て

い

ま

す

。

ま

た

、

富

裕

層

や

国

際

的

な

租

税

回

避

へ

の

対

応

を

重

点

課

題

と

し

て

掲

げ

、

海

外

へ

の

資

産

隠

し

等

に

適

切

に

対

処

す

る

た

め

の

調

査

を

積

極

的

に

実

施

し

て

い

ま

す

。

国

際

的

な

二

重

課

税

等

の

問

題

の

予

防

・

解

決

を

図

る

手

段

で

あ

る

相

互

協

議

に

つ

い

て

も

、

税

の

安

定

性

の

観

点

か

ら

そ

の

重

要

性

は

増

し

て

お

り

、

引

き

続

き

各

国

税

務

当

局

の

協

力

も

得

て

、

処

理

の

促

進

に

向

け

た

様

々

な

努

力

を

行

っ

て

い

ま

す

。

　

さ

ら

に

、

こ

う

し

た

国

際

的

な

取

組

の

実

効

性

を

高

め

る

た

め

に

は

、

開

発

途

上

国

の

税

務

行

政

の

改

善

も

不

可

欠

で

あ

り

、

こ

の

観

点

か

ら

の

国

際

協

力

の

取

組

も

進

め

て

い

ま

す

。

　

国

税

庁

と

し

て

は

、

国

際

的

な

諸

課

題

に

的

確

に

対

応

す

る

と

と

も

に

、

税

務

当

局

間

の

国

際

的

な

連

携

・

協

力

に

お

い

て

我

が

国

と

し

て

相

応

し

い

貢

献

が

で

き

る

よ

う

、

引

き

続

き

し

っ

か

り

と

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

す

。

　

―

―

Ｃ

Ｒ

Ｓ

情

報

を

中

心

と

し

た

自

動

的

情

報

交

換

に

つ

い

て

、

利

活

用

の

方

針

や

最

近

の

国

際

的

な

議

論

に

対

応

し

た

国

内

の

動

向

に

つ

い

て

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

　

２

０

１

４

年

に

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

が

公

表

し

た

Ｃ

Ｒ

Ｓ

（

Ｃ

ｏ

ｍ

ｍ

ｏ

ｎ

Ｒ

ｅ

ｐ

ｏ

ｒ

ｔ

ｉ

ｎ

ｇ

Ｓ

ｔ

ａ

ｎ

ｄ

ａ

ｒ

ｄ

：

共

通

報

告

基

準

）

に

つ

い

て

は

、

現

在

、

１

０

０

カ

国

超

の

税

務

当

局

が

当

基

準

に

従

っ

た

金

融

口

座

情

報

の

交

換

を

毎

年

実

施

し

て

お

り

、

国

税

庁

は

、

２

０

２

３

事

務

年

度

に

は

、

日

本

居

住

者

の

Ｃ

Ｒ

Ｓ

情

報

約

２

４

６

万

件

を

�

カ

国

・

地

域

の

税

務

当

局

か

ら

受

領

し

、

外

国

居

住

者

の

Ｃ

Ｒ

Ｓ

情

報

約

�

万

件

を

�

カ

国

・

地

域

の

税

務

当

局

に

提

供

し

て

い

ま

す

。

　

ま

た

２

０

２

２

年

に

は

、

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

に

お

い

て

、

非

居

住

者

に

係

る

暗

号

資

産

等

取

引

情

報

を

税

務

当

局

間

で

定

期

的

に

交

換

す

る

た

め

の

国

際

基

準

で

あ

る

Ｃ

Ａ

Ｒ

Ｆ

（

Ｃ

ｒ

ｙ

ｐ

ｔ

ｏ

―

Ａ

ｓ

ｓ

ｅ

ｔ

Ｒ

ｅ

ｐ

ｏ

ｒ

ｔ

ｉ

ｎ

ｇ

Ｆ

ｒ

ａ

ｍ

ｅ

ｗ

ｏ

ｒ

ｋ

：

暗

号

資

産

等

報

告

枠

組

み

）

が

策

定

・

公

表

さ

れ

、

現

時

点

で

約

�

カ

国

・

地

域

が

、

２

０

２

８

年

ま

で

の

間

に

こ

の

枠

組

み

に

従

っ

た

情

報

交

換

を

開

始

す

る

こ

と

を

表

明

し

て

い

ま

す

。

併

せ

て

Ｃ

Ｒ

Ｓ

に

つ

い

て

も

、

一

定

の

電

子

マ

ネ

ー

商

品

が

報

告

対

象

に

追

加

さ

れ

る

な

ど

の

改

訂

が

行

わ

れ

ま

し

た

。

　

我

が

国

に

お

い

て

も

、

２

０

２

４

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

、

国

内

に

所

在

す

る

暗

号

資

産

交

換

業

者

等

か

ら

非

居

住

者

の

暗

号

資

産

等

取

引

に

関

す

る

情

報

の

報

告

を

受

け

る

制

度

を

導

入

す

る

と

と

も

に

、

Ｃ

Ｒ

Ｓ

報

告

制

度

に

つ

い

て

も

、

必

要

な

見

直

し

を

行

っ

た

と

こ

ろ

で

す

。

改

正

後

の

法

令

は

、

２

０

２

６

年

１

月

か

ら

施

行

さ

れ

、

２

０

２

７

年

９

月

末

ま

で

に

初

回

の

情

報

交

換

を

行

う

予

定

で

あ

り

、

現

在

、

そ

の

円

滑

な

実

施

に

向

け

、

制

度

の

周

知

・

広

報

や

シ

ス

テ

ム

開

発

に

取

り

組

ん

で

い

ま

す

。

　

　

国

税

庁

と

し

て

は

、

外

国

税

務

当

局

と

適

切

に

連

携

し

な

が

ら

、

Ｃ

Ａ

Ｒ

Ｆ

及

び

Ｃ

Ｒ

Ｓ

に

基

づ

く

自

動

的

情

報

交

換

を

的

確

に

実

施

し

、

受

領

し

た

情

報

の

時

系

列

分

析

や

、

国

外

送

金

等

調

書

・

国

外

財

産

調

書

と

い

っ

た

各

種

調

書

及

び

既

に

保

有

し

て

い

る

資

料

情

報

と

の

照

合

・

分

析

を

行

っ

た

上

で

、

課

税

上

問

題

が

あ

る

と

見

込

ま

れ

る

納

税

者

を

把

握

し

、

税

務

調

査

を

実

施

す

る

ほ

か

、

自

動

的

情

報

交

換

に

よ

っ

て

把

握

し

た

滞

納

者

の

口

座

情

報

を

基

に

外

国

税

務

当

局

に

対

し

て

徴

収

共

助

の

要

請

を

行

う

な

ど

、

引

き

続

き

適

正

・

公

平

な

課

税

・

徴

収

の

実

現

に

努

め

て

ま

い

り

ま

す

。

　

―

―

国

際

会

議

で

の

議

論

の

状

況

に

つ

い

て

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

　

国

税

庁

は

様

々

な

国

際

会

議

に

積

極

的

に

参

加

・

貢

献

し

て

い

ま

す

。

　

例

え

ば

、

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

税

務

長

官

会

議

（

Ｆ

Ｔ

Ａ

：

Ｆ

ｏ

ｒ

ｕ

ｍ

ｏ

ｎ

Ｔ

ａ

ｘ

Ａ

ｄ

ｍ

ｉ

ｎ

ｉ

ｓ

ｔ

ｒ

ａ

ｔ

ｉ

ｏ

ｎ

）

は

、

税

務

行

政

上

の

課

題

に

つ

い

て

知

見

の

共

有

や

意

見

交

換

等

を

行

う

た

め

、

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

租

税

委

員

会

（

Ｃ

Ｆ

Ａ

：

Ｃ

ｏ

ｍ

ｍ

ｉ

ｔ

ｔ

ｅ

ｅ

ｏ

ｎ

Ｆ

ｉ

ｓ

ｃ

ａ

ｌ

Ａ

ｆ

ｆ

ａ

ｉ

ｒ

ｓ

）

の

下

に

設

置

さ

れ

た

、

税

務

当

局

の

長

官

級

の

グ

ロ

ー

バ

ル

な

フ

ォ

ー

ラ

ム

で

あ

り

、

現

在

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

加

盟

�

カ

国

及

び

非

加

盟

�

カ

国

・

地

域

が

参

加

し

て

い

ま

す

。

　

２

０

２

５

年

�

月

に

は

南

ア

フ

リ

カ

で

第

�

回

Ｆ

Ｔ

Ａ

本

会

合

が

対

面

開

催

さ

れ

、

「

タ

ッ

ク

ス

ギ

ャ

ッ

プ

へ

の

対

応

と

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

負

担

の

軽

減

」

を

テ

ー

マ

に

、

デ

ジ

タ

ル

・

ト

ラ

ン

ス

フ

ォ

ー

メ

ー

シ

ョ

ン

に

よ

る

納

税

者

利

便

性

の

向

上

、

自

発

的

納

税

意

欲

の

向

上

、

租

税

犯

罪

リ

ス

ク

等

に

つ

い

て

、

各

税

務

当

局

の

長

官

ク

ラ

ス

間

で

意

見

交

換

等

が

行

わ

れ

ま

し

た

。

次

回

第

�

回

会

合

は

、

ブ

ラ

ジ

ル

に

て

開

催

予

定

で

す

。

　

ま

た

、

ア

ジ

ア

・

太

平

洋

地

域

で

は

、

�

カ

国

・

地

域

の

税

務

当

局

か

ら

な

る

税

務

長

官

会

合

（

Ｓ

Ｇ

Ａ

Ｔ

Ａ

Ｒ

：

Ｓ

ｔ

ｕ

ｄ

ｙ

Ｇ

ｒ

ｏ

ｕ

ｐ

ｏ

ｎ

Ａ

ｓ

ｉ

ａ

―

Ｐ

ａ

ｃ

ｉ

ｆ

ｉ

ｃ

Ｔ

ａ

ｘ

Ａ

ｄ

ｍ

ｉ

ｎ

ｉ

ｓ

ｔ

ｒ

ａ

ｔ

ｉ

ｏ

ｎ

ａ

ｎ

ｄ

Ｒ

ｅ

ｓ

ｅ

ａ

ｒ

ｃ

ｈ

）

が

開

催

さ

れ

て

い

ま

す

。

２

０

２

５

年

９

月

に

は

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア

に

て

第

�

回

年

次

会

合

が

開

催

さ

れ

、

租

税

犯

罪

へ

の

取

組

、

税

務

行

政

に

お

け

る

Ａ

Ｉ

の

活

用

等

に

つ

い

て

議

論

が

行

わ

れ

ま

し

た

。

次

回

第

�

回

会

合

は

、

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

に

て

開

催

予

定

で

す

。

　

さ

ら

に

、

ア

ジ

ア

地

域

に

お

い

て

は

、

２

０

２

１

年

�

月

に

、

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

の

「

税

の

透

明

性

と

情

報

交

換

に

関

す

る

グ

ロ

ー

バ

ル

・

フ

ォ

ー

ラ

ム

」

が

、

ア

ジ

ア

開

発

銀

行

等

の

サ

ポ

ー

ト

を

受

け

つ

つ

、

同

地

域

に

お

け

る

税

務

当

局

間

の

情

報

交

換

等

の

促

進

を

目

的

と

し

て

、

ア

ジ

ア

・

イ

ニ

シ

ア

テ

ィ

ブ

と

い

う

地

域

会

合

を

立

ち

上

げ

て

い

ま

す

。

現

在

、

日

本

を

含

む

�

カ

国

・

地

域

及

び

６

つ

の

国

際

機

関

が

参

加

し

、

毎

年

２

回

ほ

ど

ハ

イ

レ

ベ

ル

会

合

を

開

い

て

意

見

交

換

を

行

っ

て

い

ま

す

。

本

イ

ニ

シ

ア

テ

ィ

ブ

は

、

２

０

２

６

年

か

ら

日

本

が

共

同

議

長

国

と

な

り

、

来

年

６

月

の

第

�

回

ハ

イ

レ

ベ

ル

会

合

は

東

京

で

開

催

す

る

予

定

で

す

。

　

―

―

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

・

Ｔ

Ｆ

Ｔ

Ｃ

の

議

長

と

し

て

の

活

動

に

つ

い

て

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

　

グ

ロ

ー

バ

ル

化

・

デ

ジ

タ

ル

化

が

進

展

す

る

中

、

租

税

犯

罪

に

各

国

当

局

が

連

携

し

て

対

応

す

る

こ

と

の

重

要

性

に

つ

い

て

も

国

際

的

な

認

識

が

高

ま

っ

て

い

ま

す

。

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

の

「

租

税

犯

罪

等

タ

ス

ク

フ

ォ

ー

ス

（

Ｔ

Ｆ

Ｔ

Ｃ

：

Ｔ

ａ

ｓ

ｋ

ｆ

ｏ

ｒ

ｃ

ｅ

ｏ

ｎ

Ｔ

ａ

ｘ

Ｃ

ｒ

ｉ

ｍ

ｅ

ａ

ｎ

ｄ

Ｏ

ｔ

ｈ

ｅ

ｒ

Ｆ

ｉ

ｎ

ａ

ｎ

ｃ

ｉ

ａ

ｌ

Ｃ

ｒ

ｉ

ｍ

ｅ

ｓ

）

」

は

、

前

述

の

租

税

委

員

会

（

Ｃ

Ｆ

Ａ

）

に

属

し

、

租

税

犯

罪

及

び

そ

の

他

の

金

融

犯

罪

に

つ

い

て

、

各

国

当

局

の

ハ

イ

レ

ベ

ル

が

執

行

面

か

ら

議

論

等

を

行

う

重

要

な

国

際

会

議

で

す

。

こ

の

Ｔ

Ｆ

Ｔ

Ｃ

の

議

長

に

、

２

０

２

４

年

５

月

、

私

が

非

西

欧

諸

国

か

ら

初

め

て

選

出

さ

れ

ま

し

た

。

現

在

、

議

長

国

日

本

の

リ

ー

ダ

ー

シ

ッ

プ

の

下

、

最

新

の

租

税

犯

罪

等

の

動

向

や

有

効

な

捜

査

手

法

に

関

す

る

情

報

共

有

等

を

行

う

と

と

も

に

、

各

国

当

局

間

の

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

・

連

携

強

化

等

に

積

極

的

に

取

り

組

ん

で

い

ま

す

。

　

議

長

と

し

て

、

よ

り

多

く

の

当

局

が

効

果

的

に

連

携

等

で

き

る

よ

う

、

包

摂

性

（

Ｉ

ｎ

ｃ

ｌ

ｕ

ｓ

ｉ

ｖ

ｅ

ｎ

ｅ

ｓ

ｓ

）

や

地

理

的

バ

ラ

ン

ス

等

を

重

視

し

た

会

議

運

営

に

努

め

て

い

ま

す

。

直

近

で

は

、

２

０

２

５

年

�

月

に

パ

リ

で

対

面

会

議

を

開

催

し

ま

し

た

が

、

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

加

盟

国

�

カ

国

に

加

え

、

い

わ

ゆ

る

グ

ロ

ー

バ

ル

・

サ

ウ

ス

を

含

む

計

�

カ

国

か

ら

約

２

０

０

名

の

参

加

を

得

ま

し

た

。

さ

ら

に

、

前

述

の

Ｆ

Ｔ

Ａ

等

の

国

際

会

議

に

も

、

組

織

的

な

サ

ポ

ー

ト

を

得

て

、

国

税

庁

の

国

際

担

当

責

任

者

と

し

て

だ

け

で

な

く

、

Ｔ

Ｆ

Ｔ

Ｃ

の

議

長

と

し

て

も

積

極

的

に

参

加

・

貢

献

し

て

い

ま

す

。

　

議

長

が

持

つ

各

国

税

務

当

局

と

の

強

く

広

い

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

を

活

用

し

つ

つ

、

行

政

調

査

と

犯

則

調

査

の

双

方

の

観

点

か

ら

、

効

果

的

な

税

務

執

行

に

取

り

組

ん

で

い

き

た

い

と

考

え

て

い

ま

す

。

　

―

―

デ

ジ

タ

ル

課

税

に

係

る

議

論

及

び

日

本

の

対

応

等

に

つ

い

て

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

　

２

０

２

１

年

�

月

、

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

及

び

Ｇ

�

の

Ｂ

Ｅ

Ｐ

Ｓ

包

摂

的

枠

組

み

（

Ｉ

Ｆ

：

Ｉ

ｎ

ｃ

ｌ

ｕ

ｓ

ｉ

ｖ

ｅ

Ｆ

ｒ

ａ

ｍ

ｅ

ｗ

ｏ

ｒ

ｋ

）

で

、

第

１

の

柱

と

第

２

の

柱

か

ら

成

る

合

意

が

取

り

ま

と

め

ら

れ

ま

し

た

。

　

第

１

の

柱

の

う

ち

「

利

益

Ａ

」

は

、

グ

ロ

ー

バ

ル

企

業

グ

ル

ー

プ

が

物

理

的

拠

点

（

い

わ

ゆ

る

Ｐ

Ｅ

）

な

し

に

活

動

す

る

市

場

国

に

対

し

て

新

た

な

課

税

権

を

配

分

す

る

も

の

で

す

。

　

　

第

１

の

柱

の

う

ち

「

利

益

Ｂ

」

は

、

「

基

礎

的

マ

ー

ケ

テ

ィ

ン

グ

・

販

売

活

動

」

等

の

一

定

の

基

準

を

満

た

し

た

取

引

に

対

し

て

独

立

企

業

原

則

の

適

用

の

簡

素

化

・

合

理

化

を

目

的

と

す

る

も

の

で

す

。

２

０

２

４

年

２

月

に

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

移

転

価

格

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

が

改

定

・

公

表

さ

れ

、

各

国

は

、

２

０

２

５

年

１

月

以

降

に

開

始

す

る

事

業

年

度

に

お

け

る

自

国

内

の

適

用

対

象

取

引

に

対

し

て

、

利

益

Ｂ

の

適

用

を

選

択

で

き

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

ま

す

。

我

が

国

に

お

い

て

は

、

今

後

、

国

際

的

な

議

論

や

各

国

の

動

向

を

踏

ま

え

て

対

応

を

検

討

し

、

当

面

は

実

施

し

な

い

こ

と

と

さ

れ

て

い

ま

す

が

、

我

が

国

企

業

の

進

出

先

国

が

利

益

Ｂ

を

実

施

す

る

場

合

に

つ

い

て

は

、

我

が

国

の

現

行

法

令

及

び

租

税

条

約

の

下

、

国

際

合

意

に

沿

っ

て

対

応

す

る

こ

と

と

な

り

、

２

０

２

５

年

６

月

に

我

が

国

に

お

け

る

取

扱

い

を

ま

と

め

た

Ｆ

Ａ

Ｑ

を

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

公

表

し

て

お

り

ま

す

。

　

第

２

の

柱

で

あ

る

グ

ロ

ー

バ

ル

・

ミ

ニ

マ

ム

課

税

は

、

所

得

合

算

ル

ー

ル

（

Ｉ

Ｉ

Ｒ

）

、

軽

課

税

所

得

ル

ー

ル

（

Ｕ

Ｔ

Ｐ

Ｒ

）

、

国

内

ミ

ニ

マ

ム

課

税

（

Ｑ

Ｄ

Ｍ

Ｔ

Ｔ

）

の

３

つ

の

ル

ー

ル

か

ら

構

成

さ

れ

て

い

ま

す

。

我

が

国

で

は

、

２

０

２

３

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

Ｉ

Ｉ

Ｒ

が

、

２

０

２

５

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

Ｕ

Ｔ

Ｐ

Ｒ

及

び

Ｑ

Ｄ

Ｍ

Ｔ

Ｔ

が

法

制

化

さ

れ

ま

し

た

。

Ｉ

Ｉ

Ｒ

に

つ

い

て

は

、

２

０

２

４

年

４

月

１

日

以

後

に

開

始

す

る

対

象

会

計

年

度

か

ら

適

用

さ

れ

る

こ

と

か

ら

、

こ

れ

ま

で

法

令

解

釈

通

達

、

Ｑ

＆

Ａ

等

を

公

表

す

る

と

と

も

に

、

経

済

団

体

等

に

対

す

る

説

明

会

を

実

施

し

て

き

た

と

こ

ろ

で

す

。

今

後

も

積

極

的

な

制

度

の

周

知

・

広

報

等

を

進

め

る

と

と

も

に

、

今

後

公

表

さ

れ

る

執

行

ガ

イ

ダ

ン

ス

や

追

加

の

税

制

改

正

等

も

踏

ま

え

て

適

切

に

対

応

し

て

い

き

た

い

と

考

え

て

い

ま

す

。

（４）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　税務調査のポイントは、帳簿書類とその関係書類です。ただ

し、これらは、全て過去の事実を記録したものです。過去の事

実は、現時点では見ることはできず、また、その事実を直接経

験しない限り、現時点では分からないことです。つまり、税務

調査では、現時点では見ることができない過去の事実（要件事

実）が、現在見ることのできる証拠に基づいて認定（事実認定）

されるのです。そのため、事実認定には、①証拠に基づき経験

則（証拠の真実性を判断したり、ある事実からある事実を選別

する機能）に則った適切な判断と、②その判断の経緯と結果を

的確に説明できることが求められます。

　税務調査での事実認定の手法は、要件事実を直接証拠から認

定をし、また、間接事実から推認するなどです。それゆえに、

必要経費の否認を受けないために、証拠の保存が重要となるの

です。直接証拠は、要件事実の存在を直接証明できる証拠です。

直接証拠がある場合にはそれが信用できるものである限り、直

ちに主要事実を認定できます。一方、直接証拠がない場合は、

間接事実から要件事実を認定することになります。間接事実と

は、間接証拠によって証明できる事実をいいますが、間接証拠

はそれだけでは主要事実を証明できない証拠です。間接事実の

積み重ねにより、要件事実を推認する場合には、その要件事実

の推認自体が合理的かということの検証も必要です。これらの

ほか、証拠の信用性（例えば、文書の成立など）を判断するた

めに役立つ証拠を「補助証拠」といい、補助証拠によって証明

できる事実を補助事実といいます。

　証拠は、通常、書証（文書）や人証（申述）によって構成さ

れ、一般に文書は申述よりも証拠力が高いといわれます。例え

ば、「契約をした」や「支払をした」と申述しても、それだけ

で契約締結の事実や支払のあった事実が認定されることはまず

ありません。逆に、成立の認められる契約書の作成や領収証が

あれば、特段の事情がない限り、契約締結の事実や支払のあっ

た事実が認定されることになります。帳簿等は、その慣習性か

ら証拠としての信用性が高く、請求書は、請求した事実の証明

力は強いものの、それに記載されている内容についての証明力

は弱いとされます。日記や手帳も証拠となりますが、一般に作

成者にとって不利益な事実の内容は信用性が高いとされ、他方

ほとんど記載がなく要証事実（争いのない事実）だけが記載さ

れている場合は、信用性が低いとされます。

　税務調査の際、必要経費が否認されるといったことは、決し

て少なくありません。多くの裁判例でも示されているとおり、

科目でいえば接待交際費の範疇である飲食代や遊興費の類は、

領収証など支払事実を証明するだけでは必要経費と認められな

いのが現状です。ですから、まずは要件事実を示す証拠を保存

し、否認されないよう配慮すべきでしょう。

　

税

理

士

は

、

税

理

士

の

使

命

を

果

た

す

た

め

、

他

人

の

求

め

に

応

じ

、

租

税

に

関

し

、

税

務

代

理

、

税

務

書

類

の

作

成

又

は

税

務

相

談

を

行

う

こ

と

を

業

と

す

る

が

、

こ

の

よ

う

な

業

務

は

税

理

士

及

び

税

理

士

法

人

が

独

占

的

に

行

う

こ

と

と

な

っ

て

い

る

（

税

理

士

法

�

）

の

で

、

そ

の

業

務

の

範

囲

が

明

確

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

　

こ

の

点

、

税

理

士

法

２

条

１

項

は

、

税

理

士

は

、

他

人

の

求

め

に

応

じ

、

租

税

（

印

紙

税

、

登

録

免

許

税

等

を

除

く

）

に

関

し

、

次

に

掲

げ

る

事

務

を

行

う

こ

と

を

業

と

す

る

と

定

め

て

い

る

。

　

①

　

税

務

代

理

（

税

務

官

公

署

に

対

す

る

租

税

に

関

す

る

法

令

の

規

定

に

基

づ

く

申

告

、

申

請

、

請

求

、

不

服

申

立

て

に

つ

き

、

又

は

当

該

申

告

等

若

し

く

は

税

務

官

公

署

の

調

査

若

し

く

は

処

分

に

関

し

税

務

官

公

署

に

対

し

て

す

る

主

張

若

し

く

は

陳

述

に

つ

き

、

代

理

し

、

又

は

代

行

す

る

こ

と

）

　

②

　

税

務

書

類

の

作

成

（

税

務

官

公

署

に

対

す

る

申

告

等

に

係

る

申

告

書

、

申

請

書

、

請

求

書

、

不

服

申

立

書

そ

の

他

租

税

に

関

す

る

法

令

の

規

定

に

基

づ

き

、

作

成

し

、

か

つ

、

税

務

官

公

署

に

提

出

す

る

書

類

を

作

成

す

る

こ

と

）

　

③

　

税

務

相

談

（

税

務

官

公

署

に

対

す

る

申

告

等

、

前

記

①

に

規

定

す

る

主

張

若

し

く

は

陳

述

又

は

申

告

書

等

の

作

成

に

関

し

、

租

税

の

課

税

標

準

等

の

計

算

に

関

す

る

事

項

に

つ

い

て

相

談

に

応

ず

る

こ

と

）

　

ま

た

、

税

理

士

法

２

条

２

項

は

、

前

記

①

か

ら

③

の

ほ

か

、

「

税

理

士

の

名

称

を

用

い

て

、

他

人

の

求

め

に

応

じ

、

税

理

士

業

務

に

付

随

し

て

、

財

務

書

類

の

作

成

、

会

計

帳

簿

の

記

帳

の

代

行

そ

の

他

財

務

に

関

す

る

事

務

を

業

と

し

て

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

た

だ

し

、

他

の

法

律

に

お

い

て

そ

の

事

務

を

業

と

し

て

行

う

こ

と

が

制

限

さ

れ

て

い

る

事

項

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

」

と

定

め

て

い

る

。

　

こ

れ

ら

の

税

理

士

法

上

の

「

税

理

士

の

業

務

」

に

つ

い

て

は

、

税

理

士

の

業

務

に

お

い

て

い

く

つ

か

の

問

題

点

を

指

摘

で

き

る

。

ま

ず

、

前

記

①

に

い

う

、

「

不

服

申

立

て

又

は

税

務

官

公

署

の

調

査

若

し

く

は

処

分

に

関

す

る

主

張

・

陳

述

」

を

税

理

士

が

代

理

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

ま

さ

に

、

納

税

者

の

税

務

官

公

署

の

調

査

・

処

分

に

対

す

る

不

服

を

代

弁

す

る

こ

と

で

あ

る

か

ら

、

お

よ

そ

税

理

士

法

１

条

が

言

う

よ

う

な

「

公

正

な

立

場

」

に

立

つ

こ

と

は

で

き

な

い

は

ず

で

あ

る

。

　

そ

も

そ

も

、

租

税

法

律

主

義

の

内

容

の

一

つ

に

、

「

適

正

争

訟

手

続

の

原

則

」

な

る

も

の

が

あ

る

が

、

そ

れ

は

、

租

税

法

の

解

釈

・

適

用

に

お

い

て

は

、

納

税

者

と

税

務

官

庁

と

の

間

の

見

解

の

対

立

が

生

じ

る

か

ら

、

そ

の

対

立

が

適

正

に

解

決

さ

れ

る

よ

う

に

、

適

正

な

争

訟

手

続

を

保

障

し

て

い

る

か

ら

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

そ

の

点

で

も

、

税

理

士

法

１

条

と

２

条

１

項

と

の

関

係

は

、

再

検

討

を

要

す

る

よ

う

に

も

考

え

ら

れ

る

。

な

お

、

前

記

②

に

い

う

「

不

服

申

立

書

の

作

成

」

に

つ

い

て

も

、

同

じ

こ

と

が

言

え

る

は

ず

で

あ

る

。

　

次

に

、

税

理

士

の

業

務

に

お

い

て

最

も

考

え

さ

せ

ら

れ

る

こ

と

は

、

前

記

③

に

い

う

「

税

務

相

談

」

の

範

囲

に

つ

い

て

で

あ

る

。

税

理

士

法

２

条

１

項

３

号

は

、

「

税

務

相

談

」

の

範

囲

を

前

記

③

の

よ

う

に

「

申

告

書

等

の

作

成

に

関

す

る

租

税

の

課

税

標

準

等

の

計

算

に

関

す

る

事

項

」

に

限

定

し

て

い

る

が

、

そ

れ

は

、

税

理

士

を

規

制

す

る

た

め

に

必

要

な

の

か

も

し

れ

な

い

が

、

あ

ま

り

に

も

実

務

と

遊

離

し

て

い

る

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

　

そ

も

そ

も

、

納

税

者

側

か

ら

す

る

と

、

税

理

士

は

税

務

に

関

す

る

高

度

な

専

門

家

で

あ

る

か

ら

、

何

で

も

教

え

て

も

ら

え

る

（

相

談

で

き

る

）

と

思

っ

て

い

る

。

そ

し

て

、

納

税

者

の

最

大

の

関

心

事

は

、

申

告

前

の

経

済

取

引

に

お

い

て

、

ど

の

よ

う

な

取

引

を

行

え

ば

租

税

負

担

が

軽

減

で

き

る

か

に

あ

る

（

す

な

わ

ち

、

租

税

は

、

経

済

取

引

に

お

け

る

コ

ス

ト

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

最

小

化

を

図

る

こ

と

は

当

然

と

考

え

る

）

。

そ

れ

に

加

え

、

そ

の

よ

う

な

経

済

取

引

や

申

告

段

階

に

お

け

る

納

税

者

に

と

っ

て

有

利

な

租

税

法

の

解

釈

が

税

務

官

庁

か

ら

否

認

さ

れ

な

い

た

め

に

ど

う

し

た

ら

よ

い

か

に

関

心

を

持

っ

て

い

る

。

　

こ

の

よ

う

な

納

税

者

側

の

質

問

（

相

談

）

に

的

確

に

回

答

（

対

応

）

で

き

な

け

れ

ば

、

納

税

者

側

か

ら

す

る

と

「

う

ち

の

先

生

は

頼

り

に

な

ら

な

い

」

と

い

う

こ

と

で

、

納

税

者

と

税

理

士

の

信

頼

関

係

に

溝

が

で

き

る

こ

と

に

も

な

る

。

　

も

っ

と

も

、

こ

の

よ

う

な

税

理

士

法

上

の

「

税

務

相

談

」

の

範

囲

に

つ

い

て

の

制

限

は

、

税

理

士

以

外

の

者

の

「

税

務

コ

ン

サ

ル

」

を

可

能

に

す

る

こ

と

に

も

な

り

、

歓

迎

さ

れ

る

こ

と

に

も

な

る

が

、

プ

ロ

パ

ー

の

税

理

士

と

し

て

は

、

複

雑

な

立

場

に

立

た

さ

れ

る

こ

と

に

も

な

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

土

地

建

物

等

の

譲

渡

所

得

を

中

心

に

譲

渡

所

得

の

計

算

方

法

や

課

税

の

特

例

、

申

告

の

仕

方

等

に

つ

い

て

、

最

新

の

法

令

・

通

達

（

令

和

７

年

�

月

現

在

）

に

よ

っ

て

解

説

。

納

税

者

の

方

々

が

自

分

で

確

定

申

告

が

で

き

る

よ

う

に

申

告

書

記

載

例

を

多

数

収

録

し

、

公

共

事

業

に

伴

う

収

用

等

の

際

の

事

前

協

議

の

方

法

も

詳

解

。

　

ま

た

、

配

偶

者

居

住

権

・

配

偶

者

敷

地

利

用

権

に

係

る

建

物

・

土

地

等

に

つ

い

て

の

取

得

費

や

、

低

未

利

用

土

地

等

を

譲

渡

し

た

場

合

の

長

期

譲

渡

所

得

の

特

別

控

除

に

つ

い

て

詳

細

に

解

説

。

　

さ

ら

に

、

被

相

続

人

の

居

住

用

財

産

の

譲

渡

所

得

の

特

別

控

除

、

居

住

用

財

産

を

譲

渡

し

た

場

合

の

特

例

、

株

式

譲

渡

益

課

税

制

度

、

公

益

法

人

等

に

財

産

を

寄

附

し

た

場

合

の

承

認

手

続

、

公

共

事

業

の

事

前

協

議

の

仕

方

な

ど

に

つ

い

て

も

解

説

。

　

具

体

例

に

即

し

た

「

開

発

許

可

の

条

件

と

し

て

寄

附

し

た

土

地

の

取

得

費

算

入

」

「

収

用

等

の

場

合

の

５

０

０

０

万

円

控

除

の

特

例

の

適

用

の

撤

回

」

「

持

分

の

異

な

る

家

屋

と

そ

の

敷

地

を

譲

渡

し

た

場

合

」

な

ど

、

質

疑

応

答

を

�

問

掲

載

。

　

Ｂ

５

判

、

８

３

２

ペ

ー

ジ

。

定

価

４

７

３

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

日

常

生

活

の

状

況

や

マ

ン

シ

ョ

ン

の

利

用

の

実

態

等

を

総

合

的

に

考

慮

し

、

居

住

用

財

産

を

譲

渡

し

た

場

合

の

３

０

０

０

万

円

の

特

別

控

除

の

特

例

に

規

定

す

る

「

そ

の

居

住

の

用

に

供

し

て

い

る

家

屋

」

に

は

該

当

し

な

い

と

し

た

事

例

。

　

審

査

請

求

人

が

、

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

算

に

当

た

り

居

住

用

財

産

を

譲

渡

し

た

場

合

の

３

０

０

０

万

円

の

特

別

控

除

の

特

例

を

適

用

し

て

確

定

申

告

を

し

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

の

調

査

を

受

け

、

当

該

特

例

の

適

用

は

な

い

と

し

て

修

正

申

告

を

し

た

が

、

そ

の

後

、

当

該

特

例

の

適

用

が

あ

る

と

し

て

更

正

の

請

求

を

し

た

の

に

対

し

、

原

処

分

庁

が

、

更

正

を

す

べ

き

理

由

が

な

い

旨

の

通

知

処

分

を

し

た

こ

と

か

ら

、

請

求

人

が

、

当

該

通

知

処

分

の

全

部

の

取

消

し

な

ど

を

求

め

た

。

国

税

不

服

審

判

所

は

、

請

求

人

の

日

常

生

活

の

状

況

や

本

件

各

マ

ン

シ

ョ

ン

の

利

用

の

実

態

等

を

総

合

的

に

考

慮

す

る

と

、

本

件

特

例

に

規

定

す

る

「

そ

の

居

住

の

用

に

供

し

て

い

る

家

屋

」

に

は

該

当

し

な

い

と

し

て

、

請

求

を

棄

却

し

た

（

令

和

６

年

�

月

１

日

付

、

非

公

開

裁

決

）

。

関

係

法

令

　

租

税

特

別

措

置

法

（

平

成

�

年

法

律

第

７

号

に

よ

る

改

正

前

の

も

の

）

第

�

条

《

居

住

用

財

産

の

譲

渡

所

得

の

特

別

控

除

》

第

１

項

（

以

下

、

「

本

件

特

例

」

と

い

う

）

は

、

個

人

の

有

す

る

資

産

が

、

居

住

用

財

産

を

譲

渡

し

た

場

合

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

っ

た

場

合

に

は

、

そ

の

年

中

に

そ

の

該

当

す

る

こ

と

と

な

っ

た

全

部

の

資

産

の

譲

渡

に

対

す

る

措

置

法

第

�

条

《

長

期

譲

渡

所

得

の

課

税

の

特

例

》

第

１

項

又

は

措

置

法

第

�

条

《

短

期

譲

渡

所

得

の

課

税

の

特

例

》

第

１

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

の

金

額

か

ら

３

０

０

０

万

円

を

控

除

す

る

旨

規

定

し

て

い

る

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

、

平

成

�

年

９

月

�

日

に

Ｘ

マ

ン

シ

ョ

ン

を

３

６

０

０

万

円

で

、

�

年

２

月

�

日

に

Ｙ

マ

ン

シ

ョ

ン

を

２

４

８

０

万

円

で

、

�

年

６

月

�

日

に

Ｚ

マ

ン

シ

ョ

ン

を

５

６

４

０

万

円

で

そ

れ

ぞ

れ

取

得

す

る

旨

の

不

動

産

売

買

契

約

を

締

結

し

、

請

求

人

に

所

有

権

移

転

登

記

が

さ

れ

た

。

各

マ

ン

シ

ョ

ン

は

す

べ

て

、

リ

フ

ォ

ー

ム

工

事

が

行

わ

れ

て

賃

貸

さ

れ

、

各

マ

ン

シ

ョ

ン

を

売

却

す

る

旨

の

不

動

産

売

買

契

約

を

締

結

し

、

請

求

人

か

ら

他

者

に

所

有

権

移

転

登

記

が

さ

れ

た

。

マ

ン

シ

ョ

ン

は

譲

渡

す

る

ま

で

賃

貸

さ

れ

て

い

た

。

　

請

求

人

は

、

�

年

３

月

頃

か

ら

�

年

�

月

２

日

ま

で

〇

〇

〇

〇

を

賃

借

し

、

同

年

�

月

�

日

か

ら

�

年

３

月

�

日

ま

で

△

△

△

△

を

賃

借

し

て

い

た

。

　

請

求

人

は

�

年

２

月

�

日

、

�

年

分

の

所

得

税

等

に

つ

い

て

、

各

マ

ン

シ

ョ

ン

の

各

譲

渡

に

係

る

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

本

件

特

例

を

適

用

し

て

確

定

申

告

を

し

た

。

　

請

求

人

は

、

�

年

分

の

所

得

税

等

に

つ

い

て

、

原

処

分

庁

に

よ

る

調

査

を

受

け

、

令

和

３

年

�

月

�

日

、

本

件

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

本

件

特

例

の

適

用

は

な

い

と

し

て

原

処

分

庁

へ

修

正

申

告

を

し

た

。

　

原

処

分

庁

は

、

本

件

修

正

申

告

に

よ

り

納

付

す

べ

き

税

額

を

基

礎

と

し

て

、

平

成

�

年

分

の

所

得

税

等

に

係

る

過

少

申

告

加

算

税

及

び

重

加

算

税

の

各

賦

課

決

定

処

分

を

し

た

。

　

請

求

人

は

、

�

年

分

の

所

得

税

等

に

つ

い

て

、

本

件

譲

渡

所

得

金

額

の

計

算

上

、

本

件

特

例

の

適

用

が

あ

る

と

し

て

、

更

正

の

請

求

を

し

た

。

　

原

処

分

庁

は

、

更

正

の

請

求

に

対

し

て

、

更

正

を

す

べ

き

理

由

が

な

い

旨

の

通

知

処

分

を

し

た

。

　

請

求

人

は

、

本

件

通

知

処

分

を

不

服

と

し

て

、

再

調

査

の

請

求

を

し

た

と

こ

ろ

、

再

調

査

審

理

庁

は

棄

却

の

決

定

を

し

た

。

　

請

求

人

は

、

本

件

各

賦

課

決

定

処

分

及

び

再

調

査

決

定

を

経

た

後

の

本

件

通

知

処

分

に

不

服

が

あ

る

な

ど

と

し

て

、

審

査

請

求

を

し

た

。

　

争

点

は

、

各

マ

ン

シ

ョ

ン

は

、

租

特

法

第

�

条

第

１

項

の

特

例

に

規

定

す

る

「

そ

の

居

住

の

用

に

供

し

て

い

る

家

屋

」

に

該

当

す

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

請

求

人

は

、

生

活

の

た

め

の

住

宅

と

し

て

各

マ

ン

シ

ョ

ン

に

居

住

し

て

い

た

の

で

あ

る

か

ら

、

各

マ

ン

シ

ョ

ン

は

、

い

ず

れ

も

本

件

特

例

に

規

定

す

る

「

そ

の

居

住

の

用

に

供

し

て

い

る

家

屋

」

に

該

当

す

る

。

請

求

人

は

、

各

マ

ン

シ

ョ

ン

以

外

に

も

、

実

家

と

〇

〇

〇

〇

に

寝

泊

ま

り

し

て

い

て

、

大

半

を

実

家

で

生

活

し

て

い

た

が

、

実

家

は

、

両

親

の

世

話

と

看

病

の

た

め

に

寝

泊

ま

り

し

て

い

た

に

す

ぎ

ず

、

外

国

に

住

ん

で

い

る

親

族

が

日

本

に

来

た

時

の

滞

在

場

所

と

す

る

た

め

や

離

婚

し

た

夫

の

荷

物

を

置

い

て

お

く

た

め

、

郵

便

物

の

転

送

先

と

す

る

た

め

等

の

理

由

か

ら

借

り

て

い

た

の

で

あ

り

、

親

族

が

滞

在

場

所

と

し

て

使

用

し

て

い

な

い

時

に

は

、

ス

ペ

イ

ン

語

の

勉

強

の

た

め

の

大

学

等

の

講

座

に

通

う

た

め

に

寝

泊

ま

り

し

て

い

た

に

す

ぎ

な

い

。

審

判

所

の

判

断

　

Ｘ

マ

ン

シ

ョ

ン

は

、

売

却

さ

れ

る

ま

で

の

約

７

年

間

の

う

ち

約

５

カ

月

間

を

除

い

て

賃

貸

さ

れ

て

お

り

、

一

つ

の

賃

貸

借

契

約

終

了

か

ら

次

の

賃

貸

借

契

約

開

始

ま

で

の

期

間

も

約

３

カ

月

と

短

い

。

Ｙ

マ

ン

シ

ョ

ン

は

、

請

求

人

が

所

有

し

て

い

た

約

３

年

間

の

う

ち

約

５

カ

月

間

を

除

い

て

賃

貸

や

リ

フ

ォ

ー

ム

工

事

が

さ

れ

て

い

た

。

Ｚ

マ

ン

シ

ョ

ン

の

取

得

後

、

請

求

人

は

、

間

も

な

く

売

却

準

備

を

開

始

し

、

約

２

カ

月

後

に

新

築

後

未

入

居

の

物

件

と

し

て

売

却

し

た

。

　

ま

た

、

請

求

人

が

各

マ

ン

シ

ョ

ン

に

居

住

し

て

い

た

と

主

張

す

る

各

期

間

に

お

い

て

、

電

気

、

水

道

及

び

ガ

ス

の

契

約

や

使

用

量

等

か

ら

請

求

人

が

各

マ

ン

シ

ョ

ン

に

お

い

て

日

常

生

活

上

の

行

為

を

全

く

又

は

ほ

と

ん

ど

行

っ

て

い

な

か

っ

た

こ

と

や

、

郵

便

物

も

別

の

場

所

に

転

送

さ

れ

て

い

た

こ

と

な

ど

、

請

求

人

の

日

常

生

活

の

状

況

や

各

マ

ン

シ

ョ

ン

の

利

用

の

実

態

等

を

総

合

的

に

考

慮

す

る

と

、

請

求

人

は

、

各

マ

ン

シ

ョ

ン

に

つ

い

て

、

真

に

居

住

の

意

思

を

持

っ

て

い

た

と

も

、

客

観

的

に

も

あ

る

程

度

の

期

間

継

続

し

て

生

活

の

拠

点

と

し

て

い

た

と

も

認

め

ら

れ

な

い

。

　

し

た

が

っ

て

、

各

マ

ン

シ

ョ

ン

は

、

い

ず

れ

も

本

件

特

例

に

規

定

す

る

「

そ

の

居

住

の

用

に

供

し

て

い

る

家

屋

」

に

は

該

当

し

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



（単位：件）

年

判決

件数

補佐人

税理士

補佐人

本人

訴訟

Ｈ� １ － － －

Ｈ� ２５５ � ４ �

Ｈ� ２４２ � ３ �

Ｈ� ２４２ � ３ �

Ｈ� ２５９ � ３ �

Ｈ� ５６０ １００ ４ １４６

Ｈ� ２４４ � １ �

Ｈ� ２０２ � － �

Ｈ� １９５ � １ �

Ｈ� １７１ � － �

Ｈ� １５６ � － �

Ｈ� １１８ � － �

Ｒ１ １３７ � － �

Ｒ２ １４２ � １ �

Ｒ３ １４９ � － �

Ｒ４ １４７ � － �

Ｒ５ １１９ � － �

総計 ３，３３９ ５９４ � ８０７

　

平

成

�

年

の

税

理

士

法

改

正

に

よ

り

、

裁

判

所

の

許

可

を

得

ず

し

て

弁

護

士

と

共

に

裁

判

所

に

出

頭

し

て

陳

述

す

る

こ

と

が

で

き

る

補

佐

人

制

度

が

創

設

さ

れ

ま

し

た

が

、

今

回

は

、

税

務

訴

訟

資

料

か

ら

、

訴

訟

で

税

理

士

が

補

佐

人

に

就

任

し

た

割

合

と

本

人

訴

訟

に

関

す

る

デ

ー

タ

を

見

て

み

た

い

と

思

い

ま

す

。

（

補

佐

人

就

任

率

）

　

税

務

訴

訟

資

料

と

は

、

租

税

関

係

行

政

・

民

事

事

件

裁

判

例

の

う

ち

国

税

に

関

す

る

裁

判

例

を

収

録

し

た

も

の

で

す

。

昭

和

�

年

５

月

に

第

１

号

が

取

り

ま

と

め

ら

れ

、

第

１

～

�

号

の

一

部

は

国

立

国

会

図

書

館

デ

ジ

タ

ル

コ

レ

ク

シ

ョ

ン

で

閲

覧

す

る

こ

と

が

で

き

、

平

成

�

年

（

第

２

５

９

号

）

か

ら

令

和

５

年

（

第

２

７

３

号

）

ま

で

の

分

は

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

閲

覧

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

表

は

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

閲

覧

可

能

な

課

税

関

係

判

決

の

税

務

訴

訟

資

料

に

つ

い

て

、

当

事

者

の

表

示

欄

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

情

報

を

確

認

し

、

税

理

士

補

佐

人

、

補

佐

人

、

訴

訟

代

理

人

が

付

い

て

い

な

い

（

本

人

訴

訟

）

件

数

を

集

計

し

た

も

の

で

す

。

　

こ

れ

に

よ

る

と

、

判

決

件

数

は

全

部

で

３

３

３

９

件

あ

り

、

補

佐

人

税

理

士

と

補

佐

人

が

記

載

さ

れ

て

い

た

件

数

の

合

計

は

６

１

４

件

で

あ

っ

た

た

め

、

補

佐

人

就

任

率

を

計

算

す

る

と

�

・

�

％

と

い

う

結

果

に

な

り

ま

し

た

。

こ

の

割

合

に

対

す

る

評

価

は

人

そ

れ

ぞ

れ

だ

と

思

い

ま

す

が

、

日

税

連

が

公

表

し

て

い

る

「

第

７

回

税

理

士

実

態

調

査

報

告

書

」

に

よ

る

と

、

過

去

に

補

佐

人

に

就

任

し

た

こ

と

が

あ

る

と

回

答

し

た

者

は

、

２

万

６

７

３

８

人

中

２

１

７

人

（

０

・

８

％

）

で

あ

り

、

税

理

士

業

務

の

中

で

は

補

佐

人

と

し

て

の

仕

事

は

特

殊

な

領

域

の

仕

事

と

言

え

る

か

と

思

い

ま

す

。

（

本

人

訴

訟

率

）

　

「

現

在

の

訴

訟

は

ま

す

ま

す

専

門

化

さ

れ

技

術

化

さ

れ

た

訴

訟

追

行

を

当

事

者

に

対

し

て

要

求

す

る

以

上

、

一

般

人

が

単

独

に

て

十

分

な

訴

訟

活

動

を

展

開

す

る

こ

と

は

ほ

と

ん

ど

不

可

能

に

近

い

」

（

最

判

昭

和

�

年

２

月

�

日

）

と

さ

れ

ま

す

が

、

民

事

訴

訟

で

は

弁

護

士

を

代

理

人

に

付

け

る

こ

と

は

強

制

さ

れ

て

い

ま

せ

ん

。

表

か

ら

本

人

訴

訟

率

を

計

算

す

る

と

、

�

・

�

％

で

し

た

。

最

高

裁

が

公

表

し

て

い

る

「

裁

判

の

迅

速

化

に

係

る

検

証

に

関

す

る

報

告

書

（

第

�

回

）

」

に

よ

る

と

、

行

政

事

件

訴

訟

で

被

告

側

の

み

に

訴

訟

代

理

人

が

選

任

さ

れ

た

割

合

は

�

・

９

％

と

い

う

こ

と

で

す

が

、

税

務

訴

訟

は

行

政

事

件

訴

訟

の

中

で

は

若

干

割

合

が

低

く

な

っ

て

い

ま

す

。

　東京都内でもユニークな返礼品を提供している自治

体はある。最近は、家族などで工場見学をすることが

人気になっているが、それを取り入れている自治体が

いくつか都内にはあり、今回はそのうちの東村山市を

取り上げる。

　同市は東京都の北西部に位置し、多摩地域で唯一の

国宝建造物などの文化遺産が伝える歴史の町であり、

市内に９つの駅を擁し、都心へも短時間でアクセス可

能な利便性の町であり、東京都でありながら、豊かな

自然を兼ね備えた生活都市であり、自己実現を図りな

がら快適な暮らしができる町であるとＰＲしている。

　ふるさと納税の返礼品は、緑豊かな地で育った果実

や都内では数少ない酒蔵、ソース、納豆等の製造会社

の個性豊かな商品が中心で、寄附者の食や生活に彩り

を添えるものとしている。

　このうち、ソースということであれば、地元ソース

メーカーにおいて、工場見学とソース作り体験を実施

している。

　体験では、メーカー秘伝の野菜スープに国産りんご

クリーム、デーツ果汁、トマトペースト、数種類のス

パイスに、自分好みで砂糖、お酢をブレンドし、自分

好みの「オリジナルソース」を作ることが出来る。出

来立てのソースは、メーカーに隣接している「森のキ

ッチン」で作った、ソース作り体験者だけが食べるこ

とのできる特別な「とんかつ弁当」にかけて食べる。

グループで参加すれば、味比べなども楽しめる。

　作ったソースは瓶詰し、オリジナルのラベルを貼り、

２本を持ち帰ること可能だ。

　ソース作り体験の前には、敷地内にある「星のトン

ネル」から工場見学をすることになる。体験後には直

売所で、メーカー製造の「ソース」「クラフトコーラ

シロップ」「ドレッシング」「焼肉のたれ」などをお

土産として購入することが出来る。

　体験と見学は月に３～４回平日に開催、時間は�時

～�時半。２名分のチケットを郵送するので、手ぶら

で参加可能だとしている。

　この地元メーカーは、先に紹介した、ソース・焼肉

のたれ・つゆ・東村山ご当地グルメ「東村山黒焼そば

ソース」などの開発等を手掛けており、保存料などを

使用しない「安心で安全な調味料」を製造している。

（７） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

公

益

社

団

法

人

札

幌

南

法

人

会

青

年

部

会

（

三

寺

健

吾

部

会

長

）

・

女

性

部

会

（

上

田

美

千

子

部

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

大

同

生

命

ビ

ル

会

議

室

に

お

い

て

、

札

幌

南

税

務

署

の

久

恵

茂

樹

署

長

を

講

師

に

「

税

務

署

長

が

語

る

！

　

ち

ょ

っ

と

知

り

た

い

税

の

お

は

な

し

」

と

題

し

た

講

演

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

久

恵

署

長

は

、

東

京

国

税

局

で

国

税

訟

務

官

を

経

験

し

た

時

の

裁

判

所

の

様

子

や

、

国

税

で

は

複

雑

化

す

る

環

境

の

中

、

海

外

取

引

や

シ

ェ

ア

リ

ン

グ

エ

コ

ノ

ミ

ー

を

調

査

の

重

点

項

目

と

し

て

取

り

組

ん

で

い

る

な

ど

と

解

説

。

　

ま

た

、

現

在

強

く

普

及

に

努

め

て

い

る

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

便

性

と

具

体

的

な

手

続

き

方

法

等

を

説

明

し

、

普

及

を

呼

び

掛

け

た

。

　

山

口

・

公

益

社

団

法

人

柳

井

法

人

会

（

西

村

公

作

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

柳

井

税

務

署

の

駐

車

場

で

献

血

活

動

を

実

施

し

た

。

　

こ

の

活

動

は

、

社

会

貢

献

活

動

の

一

環

と

し

て

平

成

�

年

か

ら

ス

タ

ー

ト

し

、

今

回

で

�

回

目

。

　

当

日

は

、

会

員

企

業

の

役

員

や

社

員

ら

�

人

が

献

血

に

協

力

し

た

。

　

会

場

に

は

「

源

泉

所

得

税

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

体

験

コ

ー

ナ

ー

」

が

併

設

さ

れ

、

来

場

者

は

同

署

の

職

員

か

ら

説

明

を

受

け

な

が

ら

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

を

模

擬

体

験

し

た

。

こ

の

後

、

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

説

明

会

」

も

開

催

さ

れ

、

来

場

者

は

理

解

を

深

め

た

＝

写

真

。

　

福

岡

・

一

般

社

団

法

人

小

倉

青

色

申

告

会

（

梅

原

祐

治

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

「

税

を

考

え

る

週

間

」

の

記

念

事

業

と

し

て

北

九

州

市

で

「

第

�

回

青

色

の

集

い

」

と

「

第

�

回

女

性

ス

ク

ー

ル

」

を

開

催

し

た

。

　

�

月

７

日

に

開

か

れ

た

「

青

色

の

集

い

」

で

は

、

役

員

や

会

員

、

来

賓

と

し

て

小

倉

税

務

署

の

本

田

哲

章

署

長

ら

幹

部

が

出

席

。

令

和

７

年

度

納

税

表

彰

式

の

後

、

本

田

署

長

が

「

国

税

の

仕

事

に

つ

い

て

」

と

題

し

て

講

演

し

た

ほ

か

、

税

金

ク

イ

ズ

も

行

わ

れ

た

。

　

ま

た

、

同

�

日

の

「

女

性

ス

ク

ー

ル

」

に

は

青

申

会

を

は

じ

め

、

法

人

会

、

間

税

会

、

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

の

女

性

部

員

・

部

会

員

ら

が

参

加

し

た

。

　

第

一

講

座

で

は

、

北

九

州

市

立

戸

畑

図

書

館

の

真

藤

修

次

館

長

に

よ

る

「

は

じ

め

て

の

俳

句

教

室

」

を

開

き

、

参

加

者

は

俳

句

づ

く

り

を

楽

し

ん

だ

。

　

第

二

講

座

で

は

、

福

岡

国

税

局

の

緒

方

稔

泰

課

税

第

一

部

長

＝

写

真

＝

を

講

師

に

招

い

て

記

念

講

演

が

行

わ

れ

、

「

税

に

つ

い

て

」

の

テ

ー

マ

で

話

し

た

。

　

大

阪

・

門

真

税

務

署

（

増

田

歌

織

署

長

）

と

公

益

社

団

法

人

門

真

納

税

協

会

（

竹

本

陽

一

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

大

阪

府

立

四

條

畷

高

等

学

校

体

育

館

で

、

サ

ッ

カ

ー

Ｊ

１

の

ガ

ン

バ

大

阪

と

共

同

で

サ

ッ

カ

ー

教

室

と

租

税

教

室

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

こ

れ

は

税

を

考

え

る

週

間

イ

ベ

ン

ト

の

一

環

で

開

催

し

た

も

の

。

元

日

本

代

表

で

ガ

ン

バ

大

阪

コ

ー

チ

の

遠

藤

保

仁

氏

と

明

神

智

和

氏

が

ゲ

ス

ト

と

し

て

招

か

れ

、

同

校

の

学

生

ら

約

１

０

０

人

が

参

加

し

た

。

　

租

税

教

室

で

は

、

同

署

総

務

課

の

植

尾

真

人

補

佐

が

講

師

を

務

め

、

「

税

の

意

義

、

税

の

種

類

、

国

の

財

政

と

現

状

と

課

題

、

国

税

の

職

場

紹

介

」

な

ど

に

つ

い

て

分

か

り

や

す

く

紹

介

。

サ

ッ

カ

ー

教

室

で

は

両

コ

ー

チ

の

指

導

の

下

、

学

生

た

ち

は

白

熱

し

た

ゲ

ー

ム

を

展

開

し

、

大

い

に

盛

り

上

が

っ

た

。

　

両

コ

ー

チ

か

ら

は

、

「

元

気

よ

く

楽

し

く

や

っ

て

く

れ

て

い

た

の

で

、

僕

ら

自

身

も

楽

し

く

で

き

ま

し

た

し

、

税

を

学

ぶ

有

意

義

な

時

間

だ

っ

た

」

と

の

感

想

が

聞

か

れ

た

。

　

一

般

社

団

法

人

東

京

法

人

会

連

合

会

（

斎

藤

保

会

長

）

は

�

月

４

日

、

ベ

ル

サ

ー

ル

飯

田

橋

駅

前

イ

ベ

ン

ト

ホ

ー

ル

で

、

東

京

国

税

局

担

当

官

に

よ

る

「

令

和

７

年

度

第

１

回

局

調

査

部

所

管

法

人

セ

ミ

ナ

ー

」

を

開

催

し

た

。

　

当

日

は

、

約

１

７

０

人

が

参

加

し

、

第

１

部

で

は

、

同

局

調

査

第

一

部

の

比

田

勝

隆

博

部

長

が

「

大

規

模

法

人

に

係

る

調

査

部

の

取

組

及

び

国

際

協

調

と

潮

流

」

を

テ

ー

マ

に

講

演

し

た

＝

写

真

。

　

比

田

勝

部

長

は

、

調

査

部

の

組

織

・

概

要

を

は

じ

め

、

大

企

業

の

適

正

申

告

に

向

け

た

自

発

的

な

取

組

み

を

後

押

し

す

る

た

め

の

協

力

的

手

法

や

税

務

に

関

す

る

コ

ー

ポ

レ

ー

ト

ガ

バ

ナ

ン

ス

の

充

実

に

向

け

た

取

組

み

、

税

務

手

続

や

事

業

者

が

行

う

日

々

の

業

務

の

デ

ジ

タ

ル

化

推

進

に

向

け

た

取

組

み

な

ど

に

つ

い

て

詳

し

く

説

明

。

　

ま

た

、

８

年

９

月

�

日

に

最

初

の

申

告

期

限

を

迎

え

る

所

得

合

算

ル

ー

ル

（

Ｉ

Ｉ

Ｒ

）

の

初

回

申

告

に

向

け

て

の

留

意

点

と

、

Ｂ

Ｅ

Ｐ

Ｓ

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

以

降

の

国

際

的

な

協

調

と

潮

流

に

つ

い

て

も

詳

し

く

解

説

し

た

。

　

第

２

部

で

は

、

同

部

調

査

審

理

課

の

田

村

世

樹

主

査

が

「

令

和

７

年

度

税

制

改

正

に

つ

い

て

」

と

題

し

て

、

同

部

調

査

開

発

課

の

西

村

大

輔

情

報

技

術

専

門

官

が

「

電

子

帳

簿

保

存

制

度

の

留

意

点

」

と

題

し

て

、

同

部

国

際

調

査

管

理

課

の

杉

山

孝

国

際

税

務

専

門

官

が

「

国

際

課

税

に

関

す

る

実

務

上

の

留

意

点

」

と

題

し

て

、

そ

れ

ぞ

れ

講

演

し

た

。

　

第

�

回

関

東

信

越

国

税

局

酒

類

鑑

評

会

の

表

彰

式

が

�

月

�

日

、

同

局

内

で

開

催

さ

れ

た

。

吟

醸

酒

、

純

米

吟

醸

酒

、

純

米

酒

の

三

つ

の

部

門

に

分

け

て

審

査

が

行

わ

れ

、

最

優

秀

賞

は

、

吟

醸

酒

の

部

で

合

資

会

社

浦

里

酒

造

店

の

銘

柄

「

霧

筑

波

」

、

純

米

吟

醸

酒

の

部

で

㈱

外

池

酒

造

店

の

銘

柄

「

燦

爛

」

、

純

米

酒

の

部

で

㈱

湯

川

酒

造

店

の

銘

柄

「

木

曽

路

」

が

そ

れ

ぞ

れ

受

賞

し

、

中

村

稔

局

長

か

ら

表

彰

状

等

が

授

与

さ

れ

た

＝

写

真

。

　

鑑

評

会

に

は

１

７

３

の

製

造

場

か

ら

吟

醸

酒

の

部

に

１

２

１

点

、

純

米

吟

醸

酒

の

部

に

１

５

０

点

、

純

米

酒

の

部

に

�

点

の

出

品

が

あ

っ

た

。

審

査

の

結

果

、

す

べ

て

の

部

門

で

最

優

秀

賞

１

場

、

特

別

賞

２

場

が

選

ば

れ

た

ほ

か

、

吟

醸

酒

の

部

で

�

場

、

純

米

吟

醸

酒

の

部

で

�

場

、

純

米

酒

の

部

で

�

場

が

優

秀

賞

を

受

賞

し

た

。

　

令

和

６

酒

造

年

度

は

酒

造

り

の

最

盛

期

と

な

る

１

～

２

月

に

か

け

、

気

温

が

安

定

せ

ず

、

難

易

度

の

高

い

技

術

が

求

め

ら

れ

る

年

だ

っ

た

が

、

研

鑽

を

積

ん

だ

技

術

が

発

揮

さ

れ

、

優

れ

た

品

質

の

お

酒

が

数

多

く

出

品

さ

れ

た

。

　

東

京

・

荏

原

税

務

署

（

池

谷

仁

署

長

）

と

税

務

関

係

４

団

体

は

�

月

�

日

、

「

消

費

税

完

納

推

進

キ

ャ

ン

ペ

ー

ン

」

を

実

施

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

同

署

と

荏

原

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

宇

佐

美

貞

雄

会

長

）

、

荏

原

間

税

会

（

小

林

孝

雄

会

長

）

、

品

川

都

税

事

務

所

（

藤

浩

之

所

長

）

、

品

川

区

役

所

の

４

団

体

か

ら

�

人

が

参

加

。

同

キ

ャ

ン

ペ

ー

ン

は

、

「

税

を

考

え

る

週

間

」

に

合

わ

せ

毎

年

実

施

さ

れ

て

お

り

、

荏

原

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

及

び

荏

原

間

税

会

の

共

同

で

の

開

催

は

、

今

年

で

６

回

目

を

迎

え

た

。

　

穏

や

か

な

秋

晴

れ

に

恵

ま

れ

た

武

蔵

小

山

商

店

街

で

、

エ

コ

バ

ッ

グ

に

入

っ

た

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

な

ど

の

啓

発

グ

ッ

ズ

６

０

０

セ

ッ

ト

を

通

行

人

等

に

配

布

し

、

期

限

内

の

消

費

税

納

付

及

び

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

を

呼

び

掛

け

た

。

　

同

署

の

池

谷

署

長

は

冒

頭

の

あ

い

さ

つ

で

、

「

令

和

５

年

�

月

か

ら

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

が

始

ま

り

、

新

規

の

課

税

事

業

者

が

増

え

て

お

り

ま

す

。

消

費

税

は

、

滞

納

の

新

規

発

生

額

、

滞

納

残

高

と

と

も

に

、

す

べ

て

の

税

目

に

占

め

る

割

合

が

高

い

税

目

と

な

っ

て

お

り

ま

す

。

本

日

は

、

１

人

で

も

多

く

の

方

に

期

限

内

納

付

及

び

滞

納

の

未

然

の

呼

び

か

け

を

行

っ

て

い

き

た

い

と

思

い

ま

す

」

と

述

べ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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